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希
望
に
よ
り
、「
学
校
体
験
活
動
」を
修
得
。

※
中
学
２
単
位
、高
校
１
単
位
ま
で
教
育
実
習
の
単
位
に
代
え
ら
れ
る
。余
剰
修
得
単
位
は
、「
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
」に

　
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

介 護 等 体 験 費 用 振 込

振 込 控 の 提 出

体 験 可 能 日 程 申 請

介 護 等 体 験

マ ニ ュ ア ル ノ ー ト 購 入

事 前 指 導 　 １ 日 目

事 前 指 導 　 ２ 日 目

４ 月 中 旬 頃 （ 未 定 ）

駒 場 キ ャ ン パ ス

教 職 ガ イ ダ ン ス

介 護 等 体 験 講 習 会
※ 冬 頃 実 施 、 出 席 必 須

実
施
時
点
ま
で
に
、実

習
教
科
の「
各
教
科
の

指
導
法
」４
単
位
を
修

得
済
み
で
あ
る
こ
と

２ 月 上 〜 中 旬 頃 （ 未 定 ）

３ 月 上 〜 中 旬 頃 （ 未 定 ）

一
部
の
入
学
年
度
の

学
生
は
３
年
次
に
お

け
る
実
施
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
。詳
細
は

便
覧
本
文
参
照
。

１・
２
年
次
：
教
育
学
部
の
持
ち
出
し
専
門
科
目
よ
り
、「
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
」等
を
修
得
。

３・
４
年
次
：１
・２
年
次
に
修
得
し
き
れ
な
か
っ
た
単
位
及
び
各
学
部
開
設
の「
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
」の
科
目
を
修
得
。

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
66
条
の
6に
定
め
る
科
目
と
し
て
、

総
合
科
目「
日
本
国
憲
法
」、
必
修
の
体
育
、情
報
、語
学
を
修
得
。

必 要 単 位 の 修 得 教 育 実 習 介 護 等 体 験

（ 中 学 免 許 の み ） 教 職 実 践 演 習学 校 体 験 活 動 そ の 他 手 続 き

６
月
～
２
月
頃
の
間
に

介
護
等
体
験

（
日
程
は
施
設
・
学
校
と
の
調
整
に
よ
る
）

11
２

５
月
～
11
月
頃
の
間
に

教
育
実
習

（
日
程
は
実
習
校
と
の
調
整
に
よ
る
）

6-１．一種免許状取得までの一般的な流れ（新課程）
新課程

186



11
２

介 護 等 体 験 費 用 振 込

振 込 控 の 提 出

体 験 可 能 日 程 申 請

介 護 等 体 験

マ ニ ュ ア ル ノ ー ト 購 入

４ 月 中 旬 頃 （ 未 定 ）

駒 場 キ ャ ン パ ス

教 職 ガ イ ダ ン ス

事 前 指 導 　 １ 日 目

事 前 指 導 　 ２ 日 目

２ 月 上 〜 中 旬 頃 （ 未 定 ）

３ 月 上 〜 中 旬 頃 （ 未 定 ）

一
部
の
入
学
年
度
の

学
生
は
３
年
次
に
お

け
る
実
施
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
。詳
細
は

便
覧
本
文
参
照
。

6-２．一種免許状取得までの一般的な流れ（旧課程）
旧課程

６
月
～
２
月
頃
の
間
に

介
護
等
体
験

（
日
程
は
施
設
・
学
校
と
の
調
整
に
よ
る
）

介 護 等 体 験 講 習 会
※ 冬 頃 実 施 、 出 席 必 須

５
月
～
11
月
頃
の
間
に

教
育
実
習

（
日
程
は
実
習
校
と
の
調
整
に
よ
る
）

実
施
時
点
ま
で
に
、

実
習
教
科
の「
各
教

科
の
指
導
法
」を
修

得
済
み
で
あ
る
こ
と
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